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第３章 河川整備計画の目標に関する事項

第１節 計画対象区間及び計画対象期間

計画対象区間は、渡良瀬川圏域内河川において、県が管理する一級河川すべて（県管理

区間全てが砂防指定地である河川は除く）とする。（表－3.1 渡良瀬川圏域河川一覧表）

計画対象期間は、渡良瀬川圏域内の一連の河川事業の完成によって効果が期待できる今

後 30年間とする。なお、社会状況、災害の発生状況等に応じて、適宜見直しを行うこと

とする。

表－3.1 渡良瀬川圏域河川一覧表

河川延長 県管理区間全てが
１次支川 ２次支川 ３次支川 よみがな (m) 砂防指定地

1 渡良瀬川 わたらせがわ 30,308
2 桐生川 きりゅうがわ 38,354
3 小友川 おともがわ 4,000
4 黒川 くろかわ 2,850
5 高沢川 こうざわがわ 3,927
6 忍山川 おしやまがわ 4,500 ○
7 皆沢川 かいざわがわ 3,800
8 広沢川 ひろさわがわ 1,970
9 小倉川 おぐらがわ 3,500
10 山田川 やまだがわ 9,360
11 名久木川 なぐきがわ 2,500
12 小平川 おだいらがわ 11,160
13 入山沢川 いりやまさわがわ 2,100
14 塩沢川 しおざわがわ 3,900
15 深沢川 ふかさわがわ 7,200
16 川口川 かわぐちがわ 3,491 ○
17 小黒川 おぐろがわ 8,773
18 田沢川 たざわがわ 5,700
19 沢入川 そうりがわ 2,200
20 房川 ふさかわ 2,000
21 小中川 こなかがわ 2,509
22 樋之入川 ひのいりがわ 1,250 ○
23 柱戸川 はしらどがわ 2,200
24 押手川 おしてがわ 1,600 ○
25 黒坂石川 くろさかしがわ 3,491
合計 25 河川

河川名


